学校給食県産食材供給拡大・食農教育支援事業（学校給食ファーム育成）事務の流れ
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※必要に応じて変更手続
＜補助金変更交付決定＞
＜補助金変更交付申請＞
※変更承認通知【様式4号】
※協議回答【様式3号】
＜補助金交付決定＞
＜補助金交付申請＞
④計画承認通知【様式4号】
＜内示＞
③協議回答【様式3号】
＜補助金割当＞
※変更協議【様式2号】
※変更承認申請【様式1号】







事業実施













取組終了　


⑤実績報告【様式5号】


＜完了検査＞
＜支払＞








＜＞付の手続は、補助金交付に係る事務処理
事業実施主体は県農林(水産)振興事務所と相談のうえ、令和８年度農林水産部補助金交付要綱に基づき手続


